
群馬県在籍型出向等支援協議会 第 1回会議 次第 

 

令和 3年 6月 22日（火）14:00～15:30 

群馬県市町村会館 大会議室 

 

 

１ 開会あいさつ    

 

 

２ 議 事 

（１） 協議会の設置について            

（２） 群馬県内の雇用情勢  

（３） 雇用調整助成金及び新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給状況について 

 

〔質 疑〕 

 

（４） 産業雇用安定助成金について          

（５） 群馬県内の出向状況       

〔質 疑〕 

（６） 関東経済産業局における出向に係る取組等   

（７） 在籍型出向に係る今後の連携のあり方     

 

〔意見交換〕 

 

 

 

３ 閉会     

 

 

 

 

 



 

群馬県在籍型出向等支援協議会  

第 1回会議 資料一覧 
 

 

 

《資料１》 協議会の設置について 

○ 群馬県在籍型出向等支援協議会 設置要綱（案） 

 

 

《資料２》 産業雇用安定助成金について（群馬労働局） 

○「産業雇用安定助成金」の計画届受付実績等 

          

 

《資料３》 群馬県内の出向状況（産業雇用安定センター） 

○ 産業雇用安定センターについて 

○ 出向・移籍支援状況 

 

 

《資料４》 関東経済産業局における出向に係る取組等（関東経済産業局） 

○ 在籍型出向支援に関する取組 

 

            

《資料５》 在籍型出向に係る今後の連携のあり方 

○ 在籍型出向に係る連携・支援スキーム（案） 

○ 在籍型出向送出・受入情報シート（案） 

 

 



群馬県在籍型出向等支援協議会 

 

 

 

《資料１》 

 
協議会の設置について 

（群馬労働局） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

群馬県在籍型出向等支援協議会 設置要綱（案） 

 

 

１ 目的 

新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により事業活動の一時的な縮小を余儀なく

される企業が増加する中で、一時的に雇用過剰となった企業と人手不足が生じている企業と

の間で、在籍型出向により労働者の雇用を維持するために、地域において関係機関が連携し

て、出向の情報やノウハウの共有、送出企業や受入企業開拓等を推進することを目的として、

群馬県在籍型出向等支援協議会（以下「地域協議会」という。）を設置・開催する。 

 

２ 構成員等 

地域協議会は、別添に掲げる団体・機関により構成する。 

なお、地域協議会は必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。 

 

３ 協議事項 

地域協議会は次に掲げる事項について協議する。 

（１） 地域における雇用過剰、人材不足等現下の雇用情勢に関すること。 

（２） 地域における出向の送出企業や受入企業の情報・開拓に関すること。 

（３） 地域における関係機関間の連携に関すること。 

（４） 地域における出向支援のノウハウ・好事例の共有に関すること。 

（５） 各種出向支援策の共有など出向の効果的な実施の推進に関すること。 

（６） その他必要な事項に関すること。 

 

４ 事務局 

地域協議会の事務局は、群馬労働局職業安定部に置く。 

 

５ その他 

（１） 地域協議会の議事については、別に地域協議会で申し合わせた場合を除き、原則と

して公開とする。 

（２） この要綱に定めるもののほか、地域協議会に関し必要な事項は別に定める。 

 

附則 

この要綱は、令和３年６月２２日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



 

群馬県在籍型出向等支援協議会 構成団体・機関 

  

  

  所   属 

〈経済団体〉  一般社団法人 群馬県経営者協会 

   群馬県中小企業団体中央会 

   一般社団法人  群馬県商工会議所連合会 

   群馬県商工会連合会 

〈労働者団体〉  日本労働組合総連合会 ・群馬県連合会 

〈金融機関〉  株式会社 群馬銀行 

   株式会社 東和銀行 

   桐生信用金庫 

   ぐんまみらい信用組合 

〈社会保険労務士会〉  群馬県社会保険労務士会 

〈出向支援機関〉  公益財団法人 産業雇用安定センター 群馬事務所 

〈行政機関〉  群馬県 産業経済部 

   経済産業省 関東経済産業局 

   国土交通省 関東地方整備局 

   国土交通省 関東運輸局 

   群馬労働局（事務局） 
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《資料２》 

 
産業雇用安定助成金について 

（群馬労働局） 

 

 

 

 

 



・ 令和３年６月18日時点で４件（出向予定者数計：14人）の計画届を受理。（支給申請：０件）
・ 制度そのものや、支給要件に関する問い合わせは一定程度あるものの、現時点では雇用調整助成金の申請を選択
する事業所が多いため、計画届の提出までには至っておらず、実績は低調。

・ 今後は、出向先への助成、出向初期経費が支給される等、雇用調整助成金とは異なるメリットを周知・説明を徹底
し、利用拡大を図る。

｢産業雇用安定助成金｣の計画届受付実績等

｢産業雇用安定助成金｣計画届 受付一覧

群馬労働局

№ 出向元 出向先 出向期間 期間 対象労働者 備　　考

1 製造業 製造業 2021.4～2021.9 6か月 8人

電気機器の製造・修理・販売等を事業としているが、新型コロナの

影響で、受注の減少傾向が続き、雇用過剰になっている。今後も早

期の回復も見込めないことから、同業種の事業所へ出向させ、雇用

の維持を図りたい。

2 医療・福祉業 医療・福祉業 2021.5～2022.4 1年 1人

障害児童の療育支援事業を行っているが、新型コロナの蔓延により

利用者が減少している。労働者の勤労意欲・士気の低下も懸念され

るため、同業種の事業所に出向させ、雇用の維持を図りたい。

3 製造業 製造業 2021.5～2021.10 6か月 2人

自動車用部品の金型設計・製造を行っているが、受注量の減少によ

り労働者を休業させたり、感染防止の観点からＷｅｂによるミー

ティングもおこなっているが、限界もあり雇用過剰になっている。

労働者の勤労意欲を維持するためにも出向により雇用の維持を図り

たい。

4 サービス業 サービス業 2021.6～2022.5 1年 3人

通訳業務を行っているが、コロナの影響で外国人が入国できず、業

務が激減している。そのため、同業種の団体に出向させ、雇用の維

持を図りたい。

令和３年６月18日時点
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《資料３》 

 
群馬県内の出向状況 
（産業雇用安定センター） 

 

 

 

 

 

 





















2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
2021年度

（５月末）

出向成立（人） 16 9 7 6 10 19

移籍成立（人） 115 139 115 121 121 31

訪問件数（件） 2675 3165 2945 3339 2153 657

相談件数（件） 1569 1489 1313 2759 4387 669
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出向・移籍支援状況
（公財）産業雇用安定センター

群馬事務所

訪問・相談件数（件） 成立数（人）

※2020年度出向成立10人のうち新型コロナ対象３人

※2021年度出向成立19人のうち新型コロナ対象19人



在籍型出向実績管理表　(新型コロナウイルス感染症の影響による出向）

群馬事務所

2020年度

送出企業 所在地 職種 人数 受入企業 所在地 職種 出向期間

2021年度 2021年5月31日現在

送出企業 所在地 職種 人数 受入企業 所在地 職種 出向期間

製造職 ６か月

B社

C社

C社

群馬県

群馬県

群馬県

製造職

製造職

A社 群馬県 製造職 ３名 Ｄ社 栃木県

製造職

１１名

７名

１名

Ｄ社

Ｅ社

Ｅ社

４か月

６か月

６か月

栃木県

群馬県

群馬県

製造職

製造職

製造職
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《資料４》 

 
関東経済産業局における 
出向に係る取組等 

 

（関東経済産業局） 

 

 

 

 

 



在籍型出向支援に関する取組

令和３年６月２２日
経済産業省 関東経済産業局



 関東経済産業局は、各都県、労働局、公益財団法人産業雇用安定センター等と連携し、広
域関東圏都県内企業の一時的な雇用シェアニーズに対応するための広域関東圏版ポータルサイ
ト「広域関東de人材シェア！」を、令和２年１０月に開設。

 送出・受入企業は、ポータルサイトから、送り出し・受入職種や希望人数等の情報を登録。受
入企業のうち、希望する企業は、ポータルサイトに求人情報を掲載。各都県の産業雇用安定セン
ターは、マッチングを希望する送出・受入企業との企業間マッチングを実施。

 今年度は、在籍型出向に限定したポータルサイトを５月１４日に開設。

「広域関東de人材シェア！」の支援スキーム

１．広域関東圏ポータルサイト「広域関東de人材シェア！」
（１）取組状況

広域ポータルサイト企業登録実績
【令和3年3月31日時点】

●プレビュー数：51,858 件
●受入希望企業数(求人企業掲載数)

：221件（群馬県:10件）

マッチング成立実績
【令和3年6月1日時点】

●マッチング成立件数：7件
送出：製造業2社、旅行会社3社、サービス業1社
受入：製造業、自治体、小売業 1



送出企業：旅行会社３社
・阪神トラベル・インターナショナル(株)(東京都)
・(株)阪急阪神ビジネストラベル（大阪府）
・旅行会社（大阪府）

（従業員：3,000名程度）

＜事例１～３＞ 旅行会社 ⇒ 自治体

受入先：川崎市役所（神奈川県）

配属先：各区役所区民課
業務内容：窓口・フロア業務

出向期間：１１か月
出向人数：６名

＜事例４＞ 旅行会社 ⇒ 自治体

送出企業：(株)阪急交通社
（大阪府）

※東日本営業部からの出向

出向期間：１０か月
出向人数：１０名

受入先：埼玉県庁

配属先：保険医療部感染症対策課
業務内容：新型コロナウイルス感染症

対策に関する事務
（宿泊療養施設の運営業務等）

勤務場所：埼玉県庁

（２）マッチング成立実績①

 マッチング成立件数７件のうち、自治体が受入れ先となっているケースが４件。

2



送出企業：製造業（栃木県）
（従業員：50名程度）

＜事例５＞ 製造業 ⇒ 製造業

受入企業：製造業（東京都）
（従業員：12,000名程度）

受入職種：技能工（組立工）

出向期間：３か月
出向人数：５名

＜事例６＞ 製造業 ⇒ 製造業

送出企業：製造業 出向期間：１年
出向人数：１名

受入企業：製造業（静岡県）
（従業員：200名程度）

受入職種：生産管理

3

 製造業同士の在籍型出向も２件成立。

（２）マッチング成立実績②



＜事例７＞ サービス業 ⇒ 小売業

送出企業：サービス業（大阪府）
（従業員：1,200名程度）

出向期間：２か月
出向人数：３２名

受入企業：小売業（神奈川県）
（従業員：11,000名程度）

受入職種：店舗販売関連業務

（２）マッチング成立実績③

 サービス業から小売業（店舗販売）への送出も成立。

4



県内企業の皆様に対する「広域関東de人材シェア！」ポータルサイトの周知をお願いいたします。

①登録申込 ②情報伝達
（自動転送）

③マッチング支援実施

・送出・受入希望企業の登録（在籍型出向のみ）
・受入企業情報の掲載（希望者のみ）
・管内産業雇用安定センター連絡先掲載 等

送出・受入希望企業

 支援の流れ
①送出・受入希望企業がポータルサイトに登録申込み。

※受入企業情報をポータルサイトに掲載（希望者のみ）
②登録のあった情報を所管地域の産業雇用安定センター等に自動転送。
③情報提供のあった産業雇用安定センターがマッチング支援を実施。

協議会構成員の皆様へのお願い

（３）令和3年度「広域関東de人材シェア！」ポータルサイトについて

5



２．人材確保等への投資促進を図る税制措置
 ウィズコロナ・ポストコロナを見据えた企業の経営改革の実現のため、新卒・中途採用による外部人材の獲得

や人材育成への投資を促進する制度とした上で、延長する。

旧制度
（中堅・大企業向け賃上げ税制）

現行制度（令和3年4月１日～令和5年3月31日）
（人材確保等促進税制）

【通常要件①】
継続雇用者給与等支給額
が前年度より３％以上増加

かつ

【通常要件②】
国内設備投資額

が減価償却費の95％以上

【上乗せ要件】
教育訓練費

が過去２年度平均より20％以上増加

【措置内容】
 雇用者給与等支給額の増加額の15％

を税額控除

【措置内容】
 控除率を５％上乗せ

【通常要件】
新規雇用者（新卒・中途）給与等支給額

が前年度より２％以上増加

【上乗せ要件】
教育訓練費

が前年度より20％以上増加

【措置内容】
 新規雇用者給与等支給額（※）の15％

を税額控除

【措置内容】
 控除率を５％上乗せ

（控除上限は、法人税額の20％） （控除上限は、法人税額の20％）

＜赤字が主な改正箇所＞

※ 雇用者給与等支給額の増加額が上限

改正概要

※ 税額控除の対象となる給与等支給額は、雇用保険の一般被保険者に限られない ※ 税額控除の対象となる給与等支給額は、雇用保険の一般被保険者に限られない 6
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《資料５》 

 
在籍型出向に係る 
今後の連携のあり方 

 



在籍型出向に係る連携・支援スキーム（案）

送出企業・受入企業のマッチング 産業雇用安定助成金の利用

経
済
団
体

連
合
群
馬

行
政
機
関

金
融
機
関

社
労
士
会

注意：各機関・団体による産雇センターへの情報収集の提供に当たっては、企業の了解を得ることが前提

在籍型出向支援（産雇金含む）の周知、
送出企業・ 受入企業の開拓、出向に当たっての各種相談

出向情報・産雇金利用希望情報・好事例等の収集、
送出企業・受入企業の把握

産雇金の計画・支給に関
する相談

産雇金の計画・申請に関
する手続き支援

産雇金の計画届・支給申請書の提出

在籍型出向に係る支援制度の周知
雇調金利用企業等への産雇金の周知
産雇金の計画・申請に関する手続き支援

在籍型出向に係る支援制度（産雇金
含む）の周知

出向情報・産雇用金利用希望
情報・好事例等の収集

収集情報の提供

好事例等の情報提供
（共有）

在籍型出向に係る支援制度（産雇金
含む）の周知

出向情報・産雇金利用希望情報の収集

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

（
群
馬
労
働
局
）

社
労
士
会

在籍型出向に係る支援制度（産雇金
含む）の周知、窓口における情報収
集等、受入企業の開拓（HW）

出向情報・産雇金利用情報・好事例
等の収集、送出企業・受入企業の把
握

在籍型出向に係る支援制度の周知、
出向契約書の労務管理支援

収集情報の提供

好事例等の情報提供
（共有）

収集情報の提供

好事例等の情報提供
（共有）

連携（Q＆A含む）

【
助
成
金
の
計
画
書
・
支
給
申
請
書
の
提
出
先
】

群
馬
労
働
局
（
職
業
安
定
部
職
業
対
策
課
）

必要に応じて連携して支援

送
出
企
業
（
出
向
元
）
・
受
入
企
業
（
出
向
先
）

【
送
出
企
業
・
受
入
企
業
の
マ
ッ
チ
ン
グ
】

産
業
雇
用
安
定
セ
ン
タ
ー
群
馬
事
務
所

群馬労働局



在籍型出向に係る連携・支援スキーム（案）

送出企業・受入企業のマッチング 産業雇用安定助成金の利用

経
済
団
体

連
合
群
馬

行
政
機
関

金
融
機
関

社
労
士
会

注意：各機関・団体による産雇センターへの情報収集の提供に当たっては、企業の了解を得ることが前提

在籍型出向支援（産雇金含む）の周知、
送出企業・ 受入企業の開拓、出向に当たっての各種相談

出向情報・産雇金利用希望情報・好事例等の収集、
送出企業・受入企業の把握

産雇金の計画・支給に関
する相談

産雇金の計画・申請に関
する手続き支援

産雇金の計画届・支給申請書の提出

在籍型出向に係る支援制度の周知
雇調金利用企業等への産雇金の周知
産雇金の計画・申請に関する手続き支援

在籍型出向に係る支援制度（産雇金
含む）の周知

出向情報・産雇用金利用希望
情報・好事例等の収集

収集情報の提供

好事例等の情報提供
（共有）

在籍型出向に係る支援制度（産雇金
含む）の周知

出向情報・産雇金利用希望情報の収集

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

（
群
馬
労
働
局
）

社
労
士
会

在籍型出向に係る支援制度（産雇金
含む）の周知、窓口における情報収
集等、受入企業の開拓（HW）

出向情報・産雇金利用情報・好事例
等の収集、送出企業・受入企業の把
握

在籍型出向に係る支援制度の周知、
出向契約書の労務管理支援

収集情報の提供

好事例等の情報提供
（共有）

収集情報の提供

好事例等の情報提供
（共有）

連携（Q＆A含む）

【
助
成
金
の
計
画
書
・
支
給
申
請
書
の
提
出
先
】

群
馬
労
働
局
（
職
業
安
定
部
職
業
対
策
課
）

必要に応じて連携して支援

送
出
企
業
（
出
向
元
）
・
受
入
企
業
（
出
向
先
）

【
送
出
企
業
・
受
入
企
業
の
マ
ッ
チ
ン
グ
】

産
業
雇
用
安
定
セ
ン
タ
ー
群
馬
事
務
所

群馬労働局



※ ※

※

※

※

人

※

※

※

※ ※
送　出　人　数 人

※

～

～

～

休憩 ～
※

～

今回の情報についての企業等への情報公開の可否

企業確認において受入NG企業、業種の有無

※　情報漏洩防止のため、送信先（ma2-kato@sangyokoyo.or.jp）の確認ほか、パスワード付与
　の上、メール送信願います。

その他コメント等

就　業　時　間

・

休　憩　時　間

群馬県在籍型出向等支援協議会　様式１号

電　話　番　号

E-mail

在籍型出向送出情報統一シート（案）

業　種

提出日

※は、必須項目です。

企　業　名

提供元

送　出　期　間

送出希望賃金
（総月額）

所　在　地

担　当　者

出向送出理由

従　業　員　数

送出希望職種

就　業　場　所

【提出先】産業雇用安定センター群馬事務所

E-mail：ma2-kato@sangyokoyo.or.jp



※は、必須項目です。
※ ※

※

※

※

人

※

※

※

※ ※
人

※

～

～

～

休憩 ～
※ ※

受入期間 ～

今回の情報についての企業等への情報公開の可否

企業確認において受入NG企業、業種の有無

※　情報漏洩防止のため、送信先（ma2-kato@sangyokoyo.or.jp）の確認ほか、パスワード付与
　の上、メール送信願います。

休　憩　時　間

その他コメント等

出向受入理由

担　当　者

電　話　番　号

E-mail

就　業　時　間

・

受入希望職種

就　業　場　所

受　入　人　数

群馬県在籍型出向等支援協議会　様式２号

従　業　員　数

在籍型出向受入情報統一シート（案）

企　業　名

所　在　地

業　種

提出元提出日

受入希望賃金
（総月額）

社宅（宿泊施設）
の有無

受　入　時　期

【提出先】産業雇用安定センター群馬事務所

E-mail：ma2-kato@sangyokoyo.or.jp
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